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断罪

吹田市介護老人保健施設
（吹田老健）

　戦後、日本の労働運動が大きく高揚する一方で、公務員の労働基本権がはく奪されました。その背景に物言わぬ公務
員づくりという狙いがあります。大阪市の橋下市長（当時）は、職員基本条例や政治活動制限条例、労使関係条例を制
定。医療や福祉を切り捨てる一方で財界が喜ぶ大規模開発や市営地下鉄の民営化を強行しました。自治労連は、公務員
に対する政治的活動の自由を保障し、労働基本権の確立に向けて、憲法がいきる地方自治の発展に取り組んでいます。

公務員の
政治的活動の保障を

今月のキーワード今月のキーワード今月のキーワード今月のキーワード 　吹田老健は市民病院と連携し、全国に先駆けて「中間施設」として重要な役割を果たしています。家庭復帰と在宅
支援を目標とし、心身の自立を支援する施設。介護保険法の要介護認定者を対象に、病状が安定して入院治療の必要
ない要介護１～５または要支援者が利用し、家庭復帰が目的です。ある医療従事者は「医療が進歩し救える命が増え
たからこそ、その後の生活を取り戻すリハビリの重要性は増している」と吹田市の公的責任を求めています。
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まるわかり研究会を報
告する寺内副委員長　

報告する寺坂美香
・吹田市職労執行
委員長　　　　　
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◀多くの支援者に
迎えられて笑顔の
西本さん（左から
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▲報告する大阪自治労連弁護団の増田弁護士

▶門真市当局に対する２回目の要請行動。22
名の仲間が参加し「控訴するな」と強く求め
ました（４月９日、門真市役所内）
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介
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催
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０
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ぶ
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催
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梶
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鶴
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０
２
６
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取
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。
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学ぼう学ぼう、、語ろう語ろう、、　　　　　　　　
　　　　　大阪の今と未来　　　　　大阪の今と未来

吹田老健の存続を！吹田老健の存続を！
「「救われた命の砦救われた命の砦」　」　
を守り抜こう　　　を守り抜こう　　　
「市民のつどい」に76名が参加

維新市長による「だまし討ち」を維新市長による「だまし討ち」を

　門真市職労の西本委員長と東書記長（いずれも当時）は、勤務時間
内の組合活動を認めた労使間のルールに基づき、通常の業務をしなが

ら、その都度上司の承認を得て組合活動をおこなってきました。ところが市当
局は市民からの通報を機に、本人への事実確認や注意も組合との協議もないま
ま、秘密裏に離席状況を約半年間も調査し、「職場を離脱した」と突然だまし
討ちのように懲戒処分を下しました。５年半にわたる公平委員会と大阪地裁の
たたかいで、多くの労働組合や市民団体からの支援がありました。
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